
（　　）年度 （　　）年度

新姓　　　　　

   年　 月　 日

   　円　　  　 月分から 　円

月分まで

　　　円

〒

　　　１　異動が平成　年12月31日までで、申出があったため（　月　日申出） 徴収予定月日 異動者印

　　　　２　異動が平成　年1月1日以降で、特別徴収の継続の希望がないため

　　　　３　その他　（ ）

　２　平成　　年5月31日までに支払われるべき、給与又は退職手当等の額が未徴収税額以下であるため。

１月１日以降の退職・休職については一括徴収が義務づけられています。

未　徴　収　税　額

　　　人 数 　　　　２８　普通徴収

 氏 名

平成　　　　年

　　月　　　　日

平成 　　年　 　月　 　日 提出

　　　個人番号

　給与支払報告
 特  別  徴  収

小 樽 市 長 様

に係る給与所得者異動届出書 （小樽市提出用）

所　　在　　地

氏名または名称

　特別徴収義務者
指定番号

　

異　　動 1月1日から退職時
までの給与支払額

異 動 理 由

市　　　　　記　　　　　入　　　　　欄

１　退　　　　職
２　解　　　　散
３　倒　　　　産
４　休　　　　職
５　転　　　　勤
６　死　　　　亡
７  特 徴 不 可
8

（ウ）と同額　円

　退 職 分 離 課 税

異 動 後 の
未徴収税額
の徴収方法
１．２．３から
選んで、○を
つけてください

 1 　特別徴収継続　 　月分から徴収可能

 2　 一括徴収　 　月分で納入する

 3　 普通徴収

　３　死亡による退職であるため。　　　　　　　４　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

徴 収 予 定 額

月　　日

  １　異動が平成　　年１２月31日までで、一括徴収の希望がないため。

㊞

㊞

 控除社会保険料額

給
与
所
得
者

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

て
応
答
す
る
方

こ
の
届
出
に
つ
い

1月１日現
在の住所

 給与の支払を
 受けなくなっ
 た後の住所

係

電話

氏名

特別徴収税額
(年税額）

徴収済税額
未徴収税額
（ア）－（イ）

備　　考

理由
○をつ
けてく
ださい

理由
○をつ
けてく
ださい

新しい勤務先の名称 新しい勤務先の所在地 電話 担当者

（ア） （イ） （ウ）

処 理 欄

個 人 番 号指　定　番　号 異動区分 新　指　定　番　号 新個人番号
旧番の最初
の未収月

税　額
変更月 異　動　年　月　日 照　合

０ ６ （１２） ０ ８ （１０） ０ ９  （９） １ ０ （８） １ １ （７） １ ２  （６） ２ １ （５） ２ ２ （４） ２ ３ （３） ２ ４ （２） ２ ５ （１）０ ７ （１１）

10ヶ月

2ヶ月

損　通
マルフ

指　定　番　号 調定月市 民 税 道 民 税 計 異
動
区
分

（１）退職　（２）事業所解散　（３）事業所倒産　（４）休職　　（６）死亡　（７）㊕
不可　（８）その他

２９　一括徴収    ４０　転勤　　５０　非課税退職

新しい勤務先での受給者番号（必要な場合）

   有・無




